
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示
案

新
旧
対
照
条
文

一

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
九
十
一
号
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
十
八
条
第
二
十
四
号
等
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
物
）
（
抄
）

１

二

昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
六
号
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
施
設
等
が
具
備
す
べ
き
基
準
）
（
抄
）

2

三

昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
七
号
（
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
）
（
抄
）

3

四

化
学
物
質
等
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
表
示
又
は
通
知
等
の
促
進
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

4

五

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五

十
号
）
（
抄
）

6
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一

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
告
示
第
九
十
一
号
（
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
第
十
八
条
第
二
十
四
号
等
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
物
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
四
第
六
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

（
新
設
）

大
臣
が
指
定
す
る
物

酸
化
鉛

酸
化
鉛

水
酸
化
鉛

水
酸
化
鉛

（
略
）

（
略
）
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二

昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
六
号
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
試
験
施
設
等
が
具
備
す
べ
き
基
準
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
試
験
施

（
新
設
）

設
等
が
具
備
す
べ
き
基
準

（
適
用
）

（
適
用
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性

の
調
査
の
う
ち
、
変
異
原
性
試
験
又
は
が
ん
原
性
試
験
が
行
わ
れ
る
試
験
施
設

の
調
査
の
う
ち
、
変
異
原
性
試
験
又
は
が
ん
原
性
試
験
が
行
わ
れ
る
試
験
施
設

等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査
の
う
ち
、
変
異

２

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査
の
う
ち
、
変
異

原
性
試
験
又
は
が
ん
原
性
試
験
以
外
の
試
験
が
行
わ
れ
る
試
験
施
設
等
が
具
備

原
性
試
験
又
は
が
ん
原
性
試
験
以
外
の
試
験
が
行
わ
れ
る
試
験
施
設
等
が
具
備

す
べ
き
基
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

す
べ
き
基
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

よ
る
。

（
保
管
期
間
）

（
保
管
期
間
）

第
十
六
条

記
録
等
の
保
管
期
間
は
、
被
験
物
質
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
の
四

第
十
六
条

記
録
等
の
保
管
期
間
は
、
被
験
物
質
に
つ
い
て
法
第
五
十
七
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
と
す
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
十
年
間
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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三

昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
七
号
（
労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

労
働
安
全
衛
生
法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働

（
新
設
）

大
臣
の
定
め
る
基
準

（
適
用
）

（
適
用
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号

。
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

。
次
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
有
害
性
の
調
査
の
う
ち
、
変
異
原
性
試
験
（
微
生
物
を
用
い
る
も
の
に
限
る

る
有
害
性
の
調
査
の
う
ち
、
変
異
原
性
試
験
（
微
生
物
を
用
い
る
も
の
に
限
る

。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
調
査
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

法
第
五
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査
の
う
ち
、
変
異

２

法
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
有
害
性
の
調
査
の
う
ち
、
変
異

原
性
試
験
以
外
の
試
験
に
よ
る
調
査
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
労
働

原
性
試
験
以
外
の
試
験
に
よ
る
調
査
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
労
働

基
準
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

基
準
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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四

化
学
物
質
等
の
危
険
性
又
は
有
害
性
等
の
表
示
又
は
通
知
等
の
促
進
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
譲
渡
提
供
者
に
よ
る
表
示
）

（
譲
渡
提
供
者
に
よ
る
表
示
）

第
二
条

危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、

第
二
条

危
険
有
害
化
学
物
質
等
を
容
器
に
入
れ
、
又
は
包
装
し
て
、
譲
渡
し
、

又
は
提
供
す
る
者
は
、
当
該
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包
装
し

又
は
提
供
す
る
者
は
、
当
該
容
器
又
は
包
装
（
容
器
に
入
れ
、
か
つ
、
包
装
し

て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
容
器
。
以
下
こ
の
条

て
、
譲
渡
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
容
器
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
危
険
有
害
化
学
物
質
等
に
係
る
次
に
掲
げ
る
も

の
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
の
う
ち
、
主
と

の
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
容
器
又
は
包
装
の
う
ち
、
主
と

し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

し
て
一
般
消
費
者
の
生
活
の
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

り
で
は
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
事
項

一

次
に
掲
げ
る
事
項

イ

名
称

イ

名
称

（
削
る
）

ロ

成
分

ロ

人
体
に
及
ぼ
す
作
用

ハ

人
体
に
及
ぼ
す
作
用

ハ
～
ヘ

（
略
）

ニ
～
ト

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
同
項
の
容
器
又
は
包
装
に
、
同
項
各
号
に
掲

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
は
、
同
項
の
容
器
又
は
包
装
に
、
同
項
各
号
に
掲

げ
る
も
の
（
以
下
「
表
示
事
項
等
」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項

げ
る
も
の
（
以
下
「
表
示
事
項
等
」
と
い
う
。
）
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項

等
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

等
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
貼
り
付
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

該
容
器
又
は
包
装
に
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
の
全

当
該
容
器
又
は
包
装
に
表
示
事
項
等
の
全
て
を
印
刷
し
、
又
は
表
示
事
項
等
の

て
を
印
刷
し
た
票
箋
を
貼
り
付
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
表
示
事
項

全
て
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
貼
り
付
け
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
当
該
表
示

等
の
う
ち
同
項
第
一
号
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ

事
項
等
の
う
ち
同
項
第
一
号
ハ
か
ら
ト
ま
で
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の

い
て
は
、
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
票
箋
を
当
該
容
器
又
は
包
装
に
結
び
つ
け
る
こ

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
印
刷
し
た
票
せ
ん
を
当
該
容
器
又
は
包
装
に
結
び
つ

と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

け
る
こ
と
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
掲
示
等
）

（
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
の
掲
示
等
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
第
四
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

２

事
業
者
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
以
下
第
四
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。

二
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
調
査
を
実
施
す
る
に

）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
調
査
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
デ
ー

当
た
っ
て
は
、
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

タ
シ
ー
ト
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）
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五

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
危
険
有
害
化
学
物
質
等
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十

号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
十

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生

五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ

労
働
大
臣
が
定
め
る
危
険
有
害
化
学
物
質
等

の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危
険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る

物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
の
十
五
第

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
二
十
四
条
の
十
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

一
項
の
化
学
物
質
、
化
学
物
質
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
労
働
者
に
対
す
る
危

危
険
有
害
化
学
物
質
等
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
七
二
五
三
（
Ｇ
Ｈ
Ｓ
に
基
づ
く
化

険
又
は
健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
で
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

学
品
の
危
険
有
害
性
情
報
の
伝
達
方
法－

ラ
ベ
ル
、
作
業
場
内
の
表
示
及
び
安
全

は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
七
二
五
三
（
Ｇ
Ｈ
Ｓ
に
基
づ
く
化
学
品
の
危
険
有
害
性
情

デ
ー
タ
シ
ー
ト
（
Ｓ
Ｄ
Ｓ
）
）
の
附
属
書
Ａ
（
Ａ
．
４
を
除
く
。
）
の
定
め
に
よ

報
の
伝
達
方
法－

ラ
ベ
ル
、
作
業
場
内
の
表
示
及
び
安
全
デ
ー
タ
シ
ー
ト
（
Ｓ
Ｄ

り
危
険
有
害
性
ク
ラ
ス
、
危
険
有
害
性
区
分
及
び
ラ
ベ
ル
要
素
が
定
め
ら
れ
た
物

Ｓ
）
）
の
附
属
書
Ａ
（
Ａ
．
４
を
除
く
。
）
の
定
め
に
よ
り
危
険
有
害
性
ク
ラ
ス

理
化
学
的
危
険
性
又
は
健
康
有
害
性
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

、
危
険
有
害
性
区
分
及
び
ラ
ベ
ル
要
素
が
定
め
ら
れ
た
物
理
化
学
的
危
険
性
又
は

健
康
有
害
性
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。


